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上図のとおり、選挙の種類により、期日前投票期間が異なりますので、ご注意ください。 
◆ 4月1日からは、ー度にすべての選挙の投票を行うことができます。
◆投票案内状は、4種類の選挙をまとめた1枚ものになっています。 
◆投票案内状による受付をした場合、投票後、投票案内状を回収させていただきます。 
◆ 3月31日までにいずれかの選挙の期日前投票をされた場合、投票を終えていない残りの選挙

分の投票案内状は送付しません。後日、残りの選挙の投票に来られる際は、投票所に備え付け
の用紙（期日前投票であれば「期日前投票宣誓書・請求書」、当日であれば「名簿対照票」）
に必要事項をご記入いただいたうえで投票していただけますので、受付の係員に申し出てくだ 
さい。


